
分析リポート

韓
国
の
年
金
問
題

̶

急
速
な
少
子
高
齢
化
と
制
度
改
編
の
必
要
性

分
析
リ
ポ
ー
ト

●
国
民
皆
年
金
達
成
は
一
九
九
九
年

現
在
韓
国
民
の
大
多
数
を
カ
バ
ー
す
る
年
金
制
度
で
あ
る
国

民
年
金
が
施
行
さ
れ
た
の
は
一
九
八
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た

（
表
１
）。
そ
れ
ま
で
は
公
的
年
金
制
度
と
し
て
は
特
殊
職
域

年
金
と
呼
ば
れ
る
公
務
員
、
軍
人
、
私
学
年
金
が
存
在
す
る
だ

け
で
あ
っ
た
。
一
九
八
八
年
当
時
、
国
民
年
金
は
一
○
人
以
上

の
事
業
所
だ
け
が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
対
象
を
順
次
拡

大
し
て
経
済
危
機
後
の
一
九
九
九
年
に
は
つ
い
に
国
民
皆
年
金

を
達
成
し
た
。
日
本
が
国
民
皆
年
金
を
達
成
し
た
の
が
一
九
六

一
年
で
あ
っ
た
の
と
対
比
す
る
と
か
な
り
若
い
制
度
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

●
「
修
正
積
立
方
式
」
│
現
状
で
は
収
入
保
険
料
の

大
部
分
を
積
立

日
本
の
よ
う
に
成
熟
し
た
年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
の
加
入
者
が
支
払

っ
た
保
険
料
が
高
齢
の
受
給
者
へ
の
給
付
に
回
さ
れ
て
世
代
間
移
転
が
発

生
す
る
「
賦
課
方
式
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
韓
国
国

民
年
金
の
場
合
は
、
制
度
発
足
後
日
が
浅
い
た
め
に
給
付
額
が
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
く
、
現
在
の
と
こ
ろ
収
入
の
相
当
部
分
が
積
み
立
て
ら
れ
る
積

立
方
式
と
な
っ
て
い
る
（
表
２
）。
二
○
○
四
年
の
収
入
総
額
二
四
兆
ウ

ォ
ン
に
対
し
て
、
運
用
に
回
っ
た
の
は
そ
の
八
六
％
に
当
た
る
二
○
兆
七

○
○
○
億
ウ
ォ
ン
で
あ
っ
た
。
二
○
○
五
年
四
月
現
在
、
韓
国
国
民
年
金

の
運
用
残
高
は
一
四
○
兆
五
○
○
○
億
ウ
ォ
ン
（
前
年
Ｇ
Ｄ
Ｐ
対
比
一
八

・
○
％
）
に
達
す
る
。

た
だ
、
当
局
の
説
明
で
は
韓
国
国
民
年
金
の
運
営
方
式
は
「
修
正
積
立

方
式
」で
あ
る
。こ
れ
は
、
制
度
発
足
当
初
の
加
入
者
へ
の
優
遇
措
置
（
老

齢
年
金
受
給
要
件
を
緩
和
し
た
「
特
例
老
齢
年
金
」
や
制
度
発
足
当
初
の

安
い
掛
け
金
〔
制
度
発
足
当
初
は
報
酬
月
額
の
三
％
お
よ
び
六
％
、
現
在

は
九
％
〕）
に
伴
う
世
代
間
移
転
が
す
で
に
発
生
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

奥
田　

聡

1986 年 12 月 国民年金法制定

1987 年 9月 国民年金管理公団設立

1988 年 1月 制度施行開始（10人以上の事業所）

1992 年 1月 適用拡大（5～ 9人の事業所）

1993 年 1月 年金保険料引き上げ（3→ 6％へ）

1995 年 7月 適用拡大（農漁村地域住民）

1998 年 12 月 国民年金法改正
① 財政安定化（国民年金給付水準引き下げ：70→ 60％、年金受給開始年齢上方修正：60→ 65 歳、保
険料引上：6→ 9％、財政計算制度の導入など）
②給付制度改善（老齢年金受給要件緩和：最短加入期間を 15 → 10 年に短縮、分割年金導入）

1999 年 4月 適用拡大（都市地域住民、国民皆年金達成）

1999 年 11 月 基金運用組織の自律性と専門性を確保するため既存の基金運用室を基金運用本部に改組

2003 年 7月 5人未満事業所勤労者を地域加入者から事業場加入者に段階的に転換（2006 年までに全面適用）

表 1　韓国国民年金の沿革

（出所）参考文献③、⑧を参考に筆者作成。

　

最
近
の
韓
国
経
済
を
巡
る
報
道
に
は
、
サ
ム
ス
ン
電
子
の
躍
進
や
株
価
の
堅
調
な
ど
華
々
し
い
も
の
が
目
立
つ
。

し
か
し
、
一
方
で
は
経
済
成
熟
化
に
伴
う
経
済
成
長
率
鈍
化
の
傾
向
や
、
労
働
の
非
正
規
化
、
社
会
保
障
制
度
の

不
備
な
ど
の
問
題
も
存
在
す
る
。
韓
国
が
直
面
す
る
経
済
・
社
会
的
諸
問
題
に
は
日
本
と
共
通
す
る
も
の
も
多
い

が
、
本
稿
で
は
社
会
的
か
つ
経
済
的
影
響
を
有
す
る
年
金
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
。
以
下
で
は
韓
国
国
民
年
金
制

度
を
概
観
し
た
後
で
、
そ
れ
を
巡
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
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●
強
い
再
分
配
機
能
│
完
全
老
齢
年
金
は
二
○
○

八
年
か
ら

韓
国
国
民
年
金
の
算
式
は
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。
実
際

に
は
さ
ま
ざ
ま
な
支
給
種
類
が
存
在
す
る
が
、
こ
の
算
式
で

算
出
さ
れ
た
年
金
額
が
そ
れ
ら
支
給
額
計
算
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
年
金
額
の
計
算
に
は
、
①
全
体

加
入
者
の
直
近
三
年
の
平
均
所
得
月
額
（
Ａ
）、
②
個
別
加

入
者
の
加
入
全
期
間
に
わ
た
る
平
均
所
得
月
額
の
現
在
価
値

（
Ｂ
）、
③
加
入
期
間
（
ｎ
）、
の
三
つ
の
要
素
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
算
式
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
年

金
額
は
加
入
者
全
体
の
平
均
所
得
月
額
Ａ
に
係
る
「
均
等
部

分
」
と
個
別
加
入
者
の
平
均
所
得
月
額
Ｂ
に
係
る
「
所
得
比

例
部
分
」
の
二
つ
に
分
割
で
き
る
。
一
般
に
均
等
部
分
が
大

き
い
ほ
ど
所
得
再
分
配
機
能
が
強
い
が
、
韓
国
国
民
年
金
は

所
得
再
分
配
機
能
が
か
な
り
強
い
と
思
わ
れ
る
。
Ａ
＝
Ｂ
と

い
う
標
準
的
な
ケ
ー
ス
で
の
均
等
部
分
の
ウ
ェ
イ
ト
は
五
○

％
だ
が
、
こ
れ
は
日
本
の
三
四
％（
厚
生
年
金
特
別
支
給
分
）

よ
り
高
い
。
ま
た
、
標
準
的
所
得
の
加
入
者
が
四
○
年
加
入

し
た
場
合
の
年
金
額
は
七
・
二
Ｂ
で
、
所
得
代
替
率
（
年
金

受
給
額
の
現
役
時
代
所
得
に
対
す
る
比
）
は
六
○
％
と
な
る
。

各
種
給
付
の
う
ち
、
現
在
支
給
額
の
多
い
の
は
制
度
発
足

時
に
比
較
的
高
齢
で
あ
っ
た
加
入
者
救
済
の
た
め
の
経
過
措

置
で
あ
る
特
例
老
齢
年
金
（
加
入
要
件
＝
加
入
五
年
以
上
）

で
あ
る
。
制
度
成
熟
時
の
支
給
の
柱
と
想
定
さ
れ
て
い
る
完

全
老
齢
年
金
（
加
入
二
○
年
以
上
）
は
、
受
給
要
件
を
満
た

す
加
入
者
が
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
、
支
給
実
績
が
な
い
。

●
専
業
主
婦
は
適
用
除
外
│
韓
国
独
特
の
「
納
付

例
外
者
」

約
一
六
九
○
万
人
に
上
る
韓
国
国
民
年
金
加
入
者
は
事
業

場
加
入
者
と
地
域
加
入
者
に
大
別
で
き
る
（
表
４
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

事
業
場
加
入
者
と
は
、
会
社
や
工
場
等
に
勤
務
す
る
労
働
者
で
あ
り
、
日

本
の
厚
生
年
金
の
対
象
者
と
ほ
ぼ
重
な
る
。
地
域
加
入
者
は
都
市
自
営
業

者
や
農
漁
家
で
、
日
本
で
は
国
民
年
金
の
第
一
号
被
保
険
者
に
か
な
り
近

い
。
日
本
と
大
き
く
異
な
る
の
は
専
業
主
婦
に
対
す
る
扱
い
で
あ
る
。
日

本
で
は
専
業
主
婦
が
国
民
年
金
の
第
三
号
被
保
険
者
と
さ
れ
て
年
金
受
給

権
が
確
立
さ
れ
て
い
る
が
、
韓
国
で
は
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
。
専
業

主
婦
が
年
金
制
度
の
恩
恵
を
十
分
に
受
け
て
い
な
い
現
状
は
日
本
の
一
九

八
六
年
の
制
度
大
改
正
以
前
の
状
態
と
よ
く
似
て
い
る
。

韓
国
の
国
民
年
金
加
入
者
の
半
数
以
上
を
占
め
る
地
域
加
入
者
の
存
在

は
、
年
金
制
度
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
派
生
さ
せ
て
い
る
。
問
題
の

詳
細
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
特
徴
が

納
付
例
外
者
で
あ
る
。
地
域
加
入
者
総
数
九
一
一
万
人
の
う
ち
、
納
付
例

外
者
は
都
市
を
中
心
に
半
数
以
上
の
約
四
六
三
万
人
で
あ
る
（
表
５
）。

納
付
例
外
者
と
は
保
険
料
を
納
付
し
な
い
も
の
の
加
入
者
と
し
て
の
地
位

は
保
っ
て
い
る
人
た
ち
を
指
し
、
兵
役
、
学
業
、
失
業
、
事
業
中
断
、
失

踪
な
ど
が
一
般
的
な
事
由
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
は
失
業
な
ど
で

は
保
険
料
が
免
除
（
支
給
要
件
期
間
に
合
算
し
、
三
分
の
一
の
国
庫
負
担

分
が
将
来
の
年
金
額
に
反
映
さ
れ
る
）
さ
れ
、
学
業
な
ど
で
も
合
算
対
象

期
間
（
い
わ
ゆ
る
カ
ラ
期
間
）
と
し
て
認
定
さ
れ
る
が
、
韓
国
の
場
合
納

付
例
外
者
で
あ
っ
た
期
間
は
保
険
料
を
追
納
し
な
い
限
り
加
入
期
間
に
算

入
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
に
は
地
域
加
入
者
の
保
険
料
は
日
本
の

よ
う
に
定
額
で
は
な
く
、
所
得
に
比
例
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
地
域
加

入
者
は
所
得
申
告
を
す
る
義
務
が
あ
る
が
、
現
制
度
で
は
所
得
の
正
確
な

把
握
が
困
難
と
さ
れ
て
い
る
自
営
業
者
ら
に
も
そ
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。

●
韓
国
国
民
年
金
制
度
が
抱
え
る
問
題
点

韓
国
の
国
民
年
金
制
度
が
抱
え
る
問
題
は
、
経
済
成
長
率
や
出
生
率
な

ど
の
環
境
変
化
に
根
ざ
す
も
の
と
、
年
金
制
度
自
体
の
要
因
に
根
ざ
す
も

の
、
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
多
く
は
日
本
に
も

共
通
す
る
も
の
と
い
え
る
。

区　　分 1999.12 2000.12 2001.12 2002.12 2003.12 2004.12 2005.04

収　　入 13.5 15.3 16.7 19.2 22.0 24.0 8.5

支　　出 4.0 1.7 1.7 2.0 2.5 3.2 1.2

運用純増 9.5 13.6 15.0 17.1 19.5 20.7 7.2

運用残高 47.2 60.9 75.9 93.1 112.6 133.3 140.5

表 2　国民年金基金管理現況 （2005 年 4月現在、単位：兆ウォン）

（出所）参考文献④。
（注）当月末基準の累計実績で、増減率は前年末基準。現金主義で作成。

加入 20 年以上：BP=1.8（A+B）（1+0.05（n-20））
加入 20 年未満：BP=1.8（A+B）（0.475+0.05（n-10））

表３　韓国国民年金基礎年金額給付算式

（出所）参考文献⑥などを筆者が整理。
（注）この算式は 1999 年の制度改正以後の加入期間に係るもので、実務上それ以前
の期間に係る分について別式を用いる。BP：年金額、A：受給開始前 3年間にお
ける加入者平均の標準所得月額、B：個別加入者の加入期間全体にわたる平均標
準所得月額の現在価値、n：加入年数。

計
事業場
加入者

地域
加入者

任意
加入者

任意継続
加入者

計 16,903 7,720 9,117 24 42

男性 11,023 5,185 5,815 6 18

女性 5,880 2,535 3,303 19 25

表 4　加入種別･性別加入者現況（2005 年 4月現在、単位：千人）

（出所）表 2に同じ。

計 都市 農漁村

計 9,117 7,158 1,960

所得申告 4,490 3,361 1,128

納付例外 4,628 3,797 831

表 5　地域加入者総括現況（2005 年 4月現在、単位：千人）

（出所）表 2に同じ。
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分析リポート
韓国の年金問題̶急速な少子高齢化と制度改編の必要性

〈
環
境
変
化
に
よ
る
財
政
悪
化
要
因
〉

全
国
民
的
な
年
金
制
度
整
備
が
遅
れ
た
と
の
認
識
の

下
、
制
度
定
着
の
た
め
に
韓
国
国
民
年
金
は
低
負
担
・

高
給
付
構
造
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
う
し
た
構
造
が
将

来
的
に
は
維
持
不
能
だ
と
の
認
識
は
一
九
九
○
年
代
後

半
か
ら
す
で
に
あ
っ
た
。
先
進
諸
国
が
年
金
を
は
じ
め

と
す
る
社
会
保
障
の
拡
大
に
よ
っ
て
軒
並
み
国
家
財
政

が
悪
化
し
た
と
い
う
悪
し
き
前
例
も
認
識
さ
れ
て
い
た
。

一
九
九
八
年
に
は
年
金
財
政
建
て
直
し
の
た
め
に
保
険

料
引
上
げ
・
給
付
削
減
、
支
給
年
齢
引
き
上
げ
を
骨
子

と
す
る
第
一
次
年
金
改
革
が
実
行
さ
れ
た
。
し
か
し
そ

の
後
の
想
定
外
の
少
子
高
齢
化
進
行
で
年
金
財
政
悪
化

が
再
び
懸
念
さ
れ
始
め
、
年
金
財
政
建
て
直
し
の
必
要

性
が
改
め
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
や
与

党
ウ
リ
党
は
過
去
二
年
来
年
金
財
政
の
建
て
直
し
を
強

調
す
る
中
で
年
金
保
険
料
引
き
上
げ
や
給
付
削
減
な
ど

を
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
○
○
二
年
一
二
月
に

は
『
国
民
年
金
財
政
推
計
模
型
』（
韓
国
保
健
社
会
研

究
所
）
が
「
二
○
四
六
年
に
国
民
年
金
の
基
金
が
消
尽

す
る
」
と
推
計
し
た
。
こ
れ
と
と
も
に
年
金
制
度
存
続
に
不
安
を
持
つ
向

き
が
増
え
始
め
、
二
○
○
四
年
の
反
国
民
年
金
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（「
国
民

年
金
八
大
秘
密
」
な
ど
の
怪
文
書
や
保
険
料
不
払
い
運
動
な
ど
）
の
原
因

と
な
っ
た
。
年
金
経
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
変
数
と
し
て
は
少
子
高

齢
化
と
潜
在
成
長
率
の
低
下
が
あ
り
、
不
確
実
性
に
直
面
し
た
消
費
者
の

行
動
を
通
じ
た
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。

①
少
子
高
齢
化

現
在
、
韓
国
経
済
も
日
本
同
様
に
経
済
成
熟
化
に
伴
う
問
題
に
直
面
し

て
い
る
が
、
中
で
も
国
民
年
金
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
少
子
高
齢

化
だ
ろ
う
。
韓
国
で
は
教
育
費
の
高
さ
な
ど
か
ら
二
○
○
四
年
の
合
計
特

殊
出
生
率
が
日
本
の
一
・
二
九
人
を
下
回
る
一
・
一
六
人
に
ま
で
下
が
っ

た
。
ま
た
、
二
○
○
二
年
の
韓
国
人
の
平
均
寿
命
は
男
性
が
七
三
・
四
歳
、

女
性
が
八
○
・
四
歳
で
、
日
本
の
七
八
・
六
歳
、
八
五
・
六
歳
（
二
○
○

四
年
）
に
近
づ
い
て
い
る
。
韓
国
の
場
合
、
こ
う
し
た
人
口
学
的
な
変
化

の
速
度
が
極
め
て
速
い
。
例
え
ば
、
高
齢
社
会
（
老
齢
人
口
比
一
四
％
）

か
ら
超
高
齢
社
会
（
同
二
○
％
）
へ
の
移
行
に
わ
ず
か
七
年
し
か
か
か
ら

な
い
と
い
う
（
参
考
文
献
⑦
）。

図
１
は
韓
国
統
計
庁
が
二
○
○
五
年
一
月
に
修
正
推
計
し
た
若
年
・
老

齢
扶
養
比
の
こ
れ
ま
で
の
推
移
と
展
望
を
示
し
て
い
る
。
若
年
を
○
〜
一

四
歳
、
老
齢
を
六
五
歳
以
上
、
生
産
年
齢
を
一
五
〜
六
四
歳
と
す
る
と
、

若
年
扶
養
比
は
若
年
人
口
／
生
産
年
齢
人
口
、
老
齢
扶
養
比
は
老
齢
人
口

／
生
産
年
齢
人
口
と
定
義
さ
れ
る
。
現
在
は
出
生
率
低
下
で
若
年
扶
養
比

が
下
が
り
、
老
齢
扶
養
比
も
そ
れ
ほ
ど
の
上
昇
を
見
せ
て
い
な
い
。
一
九

六
○
年
代
に
多
く
生
ま
れ
た
世
代
が
生
産
年
齢
人
口
と
し
て
活
躍
し
て
お

り
、
若
年･

老
齢
の
従
属
人
口
を
多
数
の
生
産
年
齢
人
口
で
養
っ
て
い
る

状
態
に
あ
る
。
少
子
高
齢
化
が
叫
ば
れ
な
が
ら
も
現
状
で
は
韓
国
経
済
が

活
力
あ
る
「
若
い
」
状
態
に
見
え
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
○
二
○
年
代
に
一
九
六
○
年
代
生
ま
れ
が
大
挙
老
齢
人
口

化
す
る
と
老
齢
扶
養
比
が
急
増
し
、
二
○
五
○
年
に
は
若
年
＋
老
齢
扶
養

比
は
九
○
％
に
肉
薄
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
少
子
高
齢

化
は
年
金
財
政
の
上
で
は
保
険
料
負
担
者
の
減
少
と
給
付
対
象
者
の
急
増
、

す
な
わ
ち
年
金
財
政
の
悪
化
を
意
味
す
る
。

②
潜
在
成
長
率
の
逓
減

少
子
高
齢
化
の
次
に
懸
念
さ
れ
る
の
が
潜
在
成
長
率
の
逓
減
で
あ
る
。

韓
国
の
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
万
四
○
○
○
ド
ル
余
り
（
二
○
○
四

年
）
に
達
し
て
お
り
、
先
進
諸
国
の
経
験
に
照
ら
せ
ば
今
後
の
経
済
成
長

率
は
後
発
者
利
益
の
消
尽
な
ど
に
よ
る
逓
減
が
避
け
ら
れ
な
い
見
通
し
で

あ
る
。
参
考
文
献
⑤
は
、
総
要
素
生
産
性
（
技
術
進
歩
の
代
理
変
数
）
の

年
間
成
長
率
を
二
％
、
出
生
率
を
一
・
一
九
人
と
仮
定
し
た
場
合
、
二
○

一
○
年
代
ま
で
は
潜
在
成
長
率
は
五
％
内
外
で
推
移
す
る
が
、
二
○
二
○

年
代
以
後
は
大
き
く
鈍
化
す
る
と
予
測
し
た
（
表
６
）。

2003 ～ 2010 5.23

2010 ～ 2020 4.94

2020 ～ 2030 3.62

2030 ～ 2040 2.27

2040 ～ 2050 1.39

表 6　潜在成長率（推計、年率、％）

（出所）参考文献④。
（注）主要仮定：TFP（総要素生産性）
の年平均成長率は 2％、合計特殊出
生率は 2003 年水準の 1.19 人。

図 1　韓国の若年・老齢扶養比

（出所）韓国統計庁統計検索システム（KOSIS）1960-2050 年推計人口（2005 年 1月修正推計）。
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成
長
鈍
化
は
二
つ
の
側
面
か
ら
年
金
財
政
を
悪
化
さ
せ
る
と
見
ら
れ
る
。

一
つ
は
所
得
の
伸
び
の
鈍
化
で
保
険
料
収
入
が
伸
び
悩
む
こ
と
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
経
済
成
長
の
鈍
化
が
要
素
収
益
率
、
と
り
わ
け
資
本
収
益
率

低
下
を
も
た
ら
し
、
基
金
運
用
利
回
り
を
低
下
さ
せ
う
る
こ
と
で
あ
る
。

③
消
費
者
行
動
を
通
じ
た
成
長
鈍
化
の
可
能
性

予
期
せ
ぬ
変
化
に
直
面
し
た
消
費
者
が
消
費
を
減
ら
す
こ
と
で
成
長
率

が
低
下
し
、
ひ
い
て
は
年
金
財
政
が
悪
影
響
を
受
け
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。あ
る
出
来
事
が
家
計
が
将
来
恒
常
的
に
得
ら
れ
る
所
得
（
恒
常
所
得
）

に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
と
感
知
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
家
計
は
消
費
を
減

ら
す
可
能
性
が
あ
る
（
恒
常
所
得
仮
説
）。
そ
の
「
あ
る
出
来
事
」
と
し

て
は
、
年
金
を
含
む
社
会
保
険
料
の
引
き
上
げ
や
増
税
、
公
的
年
金
受
給

額
の
減
少
、
失
業
可
能
性
の
増
大
、
資
産
運
用
利
回
り
の
低
下
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
加
入
者
ら
に
不
利
な
年
金
改
革
は
消
費
者
行
動
を

通
じ
て
そ
の
財
政
悪
化
の
悪
循
環
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
に
留
意
が

必
要
だ
ろ
う
。
参
考
文
献
①
は
、
日
本
の
二
○
○
四
年
年
金
改
革
が
標
準

的
家
計
の
将
来
所
得
を
約
五
八
八
万
円
減
少
さ
せ
た
と
の
推
計
を
行
っ
た
。

ま
た
、
不
確
実
性
の
増
大
が
予
備
的
動
機
に
よ
る
貯
蓄
増
大
を
も
た
ら

す
こ
と
を
通
じ
て
消
費
が
減
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
上
述
の
要
因
は
す

べ
て
不
確
実
性
を
随
伴
す
る
し
、「
老
後
不
安
」、
例
え
ば
寿
命
の
不
確
実

性
、
家
族
援
助
減
少
の
可
能
性
な
ど
も
予
備
的
動
機
を
高
め
よ
う
。
年
金

制
度
改
革
が
消
費
水
準
の
切
り
下
げ
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
こ
と
は
前
述

の
と
お
り
だ
が
、
そ
の
改
革
の
強
度
や
時
期
に
不
確
定
要
素
が
多
い
と
消

費
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
は
増
幅
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

韓
国
で
も
こ
の
よ
う
な
消
費
抑
制
で
年
金
財
政
が
悪
化
す
る
可
能
性
は

否
定
で
き
な
い
。
最
近
の
赤
字
財
政
容
認
の
動
き
は
増
税
の
予
想
を
呼
び

か
ね
な
い
し
、
年
金
保
険
料
引
き
上
げ
と
給
付
引
き
下
げ
は
政
府
が
提
出

し
た
国
民
年
金
法
改
正
案
に
盛
り
込
ま
れ
た
が
、
成
立
は
不
透
明
で
あ
る

し
、
将
来
の
改
革
の
行
方
も
定
か
で
な
い
。
長
期
金
利
も
経
済
危
機
後
は

低
落
傾
向
に
あ
る
。
雇
用
に
お
い
て
も
企
業
が
労
務
費
削
減
の
た
め
の
非

正
規
化
を
推
進
し
て
い
て
、
総
じ
て
不
安
定
性
を
高
め
て
い
る
。
ま
た
、

老
後
不
安
と
関
連
す
る
消
費
抑
制
は
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
。
二
○
○
五
年

三
月
三
一
日
に
開
催
さ
れ
た
国
民
経
済
諮
問
会
議
で
韓
国
銀
行
が
「
五
○

歳
代
の
老
後
不
安
の
た
め
消
費
が
減
り
、
消
費
沈
滞
を
呼
ん
で
い
る
」
と

の
分
析
を
報
告
し
て
い
る
（『
韓
国
日
報
』
二
○
○
五
年
四
月
一
日
）。

〈
年
金
制
度
に
内
在
す
る
要
因
〉

①
「
死
角
地
帯
」
│
年
金
の
恩
恵
か
ら
漏
れ
た
人
々

公
的
年
金
が
提
供
す
る
基
本
的
便
益
は
労
働
能
力
の
低
下
し
た
老
後
に

お
け
る
給
付
で
あ
る
が
、
上
述
の
納
付
例
外
者
の
よ
う
に
年
金
制
度
の
便

益
を
将
来
受
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
人
が
大
量
に
存
在
す
る
の
が
残

念
な
が
ら
韓
国
の
現
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
を
放
置
し
て
お
く
の

は
社
会
政
策
上
大
き
な
問
題
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
社
会
福
祉
政
策
と
し
て
の
公
的
年
金
を
重
視
す
る
論
者
か
ら
常
に
批
判

が
提
起
さ
れ
て
き
た
。
野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
年
金
改
革
に
関
す
る
主
張
は

こ
れ
に
近
い
。
ま
た
、
成
人
女
性
の
相
当
部
分
を
占
め
る
専
業
主
婦
に
対

し
て
も
韓
国
の
年
金
制
度
は
冷
淡
で
あ
る
と
い
え
る
。
勤
務
経
験
一
○
年

未
満
の
女
性
が
退
職
す
る
と
老
齢
年
金
受
給
権
が
発
生
し
な
い
。
納
付
し

た
年
金
保
険
料
を
取
り
戻
す
に
は
六
○
歳
ま
で
待
っ
て
返
還
一
時
金
を
受

け
取
る
か
、
家
庭
に
入
っ
た
後
も
任
意
加
入
し
て
年
金
保
険
料
を
払
い
続

け
、
六
○
歳
以
後
の
受
給
資
格
を
得
る
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
移
民

（
ま
た
は
死
亡
）
に
伴
う
返
還
一
時
金
を
得
る
ぐ
ら
い
し
か
方
法
が
な
い
。

②
公
平
性
の
問
題

現
行
制
度
に
は
世
代
間
、
年
金
制
度
間
、
地
域
加
入
者
・
事
業
場
加
入

者
間
の
公
平
性
問
題
が
存
在
す
る
。
現
在
の
国
民
年
金
は
保
険
料
九
％
で

所
得
代
替
率
が
六
○
％
（
四
○
年
加
入
）
と
い
う
「
お
得
」
な
負
担
・
給

付
構
造
を
持
つ
。
た
だ
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
や
成
長
率
逓
減
な
ど
の
要

因
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
持
続
可
能
性
は
疑
問
と
い
う
の
が
年
金
問
題
専

門
家
の
間
で
は
共
通
し
た
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
負
担
・
給
付
構
造
を

放
置
す
る
と
年
金
財
政
の
悪
化
の
み
な
ら
ず
、
次
世
代
に
負
担
を
負
わ
す

結
果
と
な
る
。
日
本
で
は
一
九
九
○
年
代
以
後
、
少
子
高
齢
化
と
不
況
の
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た
め
に
公
的
年
金
制
度
の
持
続
可
能
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
二
○
○
四
年
改

革
に
つ
な
が
っ
た
が
、
一
方
で
負
担
増
を
嫌
っ
て
の
年
金
離
れ
も
進
ん
だ

（
二
○
○
四
年
の
日
本
の
国
民
年
金
の
納
付
率
は
六
三
・
八
％
）。
同
様

の
動
き
は
韓
国
で
も
見
ら
れ
た
（
同
年
の
韓
国
国
民
年
金
地
域
加
入
者
の

納
付
率
は
月
数
ベ
ー
ス
で
六
○
・
○
％〔『
二
○
○
四
年
国
民
年
金
統
計
』〕

ま
で
落
ち
て
い
る
）。

年
金
制
度
間
の
公
平
性
と
は
、
公
務
員
、
軍
人
、
私
学
の
特
殊
職
域
年

金
と
国
民
年
金
と
の
間
で
の
も
の
で
あ
る
。
特
殊
職
域
年
金
の
負
担
・
給

付
構
造
は
高
負
担
・
高
給
付
型
で
、
国
民
年
金
と
一
概
に
比
較
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
三
年
金
中
、
軍
人
お
よ
び
公
務
員
年
金
は
基
金
が
尽
き

た
と
見
ら
れ
て
い
る
し
、
私
学
年
金
も
二
○
二
五
年
ま
で
に
基
金
が
尽
き

る
と
見
ら
れ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑦
）。
基
金
の
枯
渇
し
た
二
年
金
で
不

足
す
る
資
金
は
韓
国
政
府
が
補
填
し
て
い
る
。
二
○
○
五
年
一
二
月
一
日

の
『
韓
国
日
報
』
社
説
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
年
金
と
軍
人
年
金
に
は
二
○

○
五
年
度
に
一
兆
五
○
○
○
億
ウ
ォ
ン
の
国
費
が
投
じ
ら
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
国
民
年
金
へ
の
救
済
統
合
の
場
合
に
は
、
高
水
準
な
職
域
年
金
の

給
付
水
準
を
引
き
下
げ
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
ど

の
よ
う
な
合
理
的
説
明
を
年
金
運
用
者
が
行
う
の
か
が
焦
点
と
な
ろ
う
。

地
域
加
入
者
・
事
業
場
加
入
者
間
の
公
平
性
に
つ
い
て
は
そ
の
背
後
に

根
の
深
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
韓
国
国
民
年
金
の

給
付
額
算
定
に
際
し
て
は
、「
加
入
者
全
体
の
平
均
標
準
所
得
」
を
反
映

す
る
均
等
部
分
を
通
じ
た
所
得
再
配
分
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
仕

組
み
の
下
で
は
所
得
額
を
低
く
申
告
し
た
者
が
相
対
的
に
有
利
と
な
る
。

こ
こ
で
、
二
○
○
五
年
九
月
現
在
の
平
均
所
得
月
額
を
見
る
と
、
地
域
加

入
者
の
一
○
六
万
五
○
○
○
ウ
ォ
ン
余
り
に
対
し
て
事
業
場
加
入
者
は
そ

れ
よ
り
約
七
七
％
高
い
一
八
八
万
二
○
○
○
ウ
ォ
ン
で
あ
っ
た
（
表
７
）。

所
得
水
準
が
高
い
事
業
場
加
入
者
は
自
己
の
支
払
っ
た
保
険
料
が
均
等
部

分
の
支
払
い
を
通
じ
て
地
域
加
入
者
に
流
れ
て
い
る
と
の
不
満
を
募
ら
せ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
加
入
者
間
の
公
平
性
の
問
題
が
発
生
す
る
背
景
に
は
、
属

性
の
異
な
る
加
入
者
群
を
同
一
の
枠
組
み
に
押
し
込
め
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
事
業
場
加
入
者
は
収
入
が
安
定
し
、
異
時
点
間
の
金
銭
感
覚
に
お
い

て
も
比
較
的
長
期
的
視
野
に
立
っ
て
所
得
比
例
的
な
年
金
の
意
義
も
認
め

る
の
に
対
し
て
、
自
営
業
者
を
中
心
と
す
る
地
域
加
入
者
は
収
入
が
不
安

定
で
金
銭
感
覚
も
や
や
近
視
眼
的
で
、
年
金
に
関
し
て
も
貯
蓄
的
な
所
得

比
例
よ
り
も
所
得
保
障
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
現
行
の
給
付
算
式
は

両
者
の
要
望
を
最
大
公
約
数
的
に
取
り
入
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
実

際
に
は
ど
ち
ら
を
も
満
足
さ
せ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
る
負
担
感
に
も
相
当
の
温
度
差
が
存
在
す
る
。

給
与
か
ら
雇
用
主
と
折
半
し
た
保
険
料
を
天
引
き
さ
れ
る
事
業
場
加
入
者

と
違
っ
て
、
地
域
加
入
者
は
所
得
申
告
に
基
づ
く
保
険
料
の
全
額
を
日
銭

の
中
か
ら
現
金
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
地
域
加
入
者

側
の
負
担
感
が
所
得
の
過
少
申
告
や
、
年
金
制
度
か
ら
の
事
実
上
の
離
脱

で
あ
る
納
付
例
外
者
へ
の
移
行
を
誘
発
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

●
問
題
解
決
へ
の
努
力
│
年
金
法
改
正
論
議

上
述
の
問
題
整
理
を
踏
ま
え
る
と
、
現
在
の
韓
国
国
民
年
金
を
巡
る
課

題
は
財
政
健
全
化
、
死
角
地
帯
解
消
、
公
平
性
回
復
の
三
つ
に
集
約
さ
れ

よ
う
。
現
在
こ
れ
ら
課
題
へ
の
対
策
が
各
界
か
ら
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
の
う
ち
で
最
大
の
取
り
組
み
が
、
国
会
で
の
議
論
が
三
年
目
に
入

っ
て
い
る
国
民
年
金
法
改
正
案
で
あ
ろ
う
。
政
府
、
与
党
、
野
党
の
年
金

法
改
正
に
お
け
る
主
要
争
点
で
の
立
場
を
整
理
す
る
と
表
８
の
よ
う
に
な

る
。政

府
・
与
党
案
は
、
現
行
制
度
の
枠
組
み
を
維
持
し
な
が
ら
の
財
政
健

全
化
を
鮮
明
に
指
向
す
る
。
政
府
案
は
保
険
料
引
き
上
げ
と
給
付
切
り
下

げ
を
同
時
に
達
成
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
与
党
案
で
も
給
付
切
り
下
げ
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
死
角
地
帯
解
消
や
公
平
性
の
回
復
に
は

ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
に
与
党
ウ
リ
党
の
低
所
得
老
人

へ
の
手
当
支
給
（
年
間
所
要
額
約
一
兆
ウ
ォ
ン
）
の
提
案
が
あ
る
の
み
で

あ
る
。

一
方
、
野
党
ハ
ン
ナ
ラ
党
は
死
角
地
帯
解
消
と
公
平
性
の
回
復
を
前
面

に
押
し
立
て
て
い
る
。
ハ
ン
ナ
ラ
党
案
の
最
大
の
特
徴
は
現
行
制
度
の
枠

事業場加入者 地域加入者

2005 年 9月 1,881,992 1,065,272

表 7　韓国国民年金加入者種類別平均所得（月額、単位：ウォン）

（出所）韓国国民年金管理公団ホームページ（http://www.nps4u.or.kr/data/
index_02.html）。

（注）国民年金管理公団が毎月発表している「所得等級別加入者現況」にある各
所得階級別人員と各階級標準所得額を用いて筆者が計算。
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分析リポート
韓国の年金問題̶急速な少子高齢化と制度改編の必要性

組
み
を
大
き
く
変
更
す
る
二
階
建
て
年
金
制
度
の
導
入
で
あ
る
。
一
階
部

分
の
基
礎
年
金
は
全
国
民
を
対
象
と
し
て
国
庫
負
担
と
し
、
二
階
部
分
の

所
得
比
例
年
金
は
選
択
制
と
し
た
。
死
角
地
帯
に
対
し
て
は
基
礎
年
金
支

給
で
対
応
し
、
国
民
年
金
加
入
者
間
の
公
平
性
に
対
し
て
は
基
礎
・
所
得

比
例
年
金
の
二
分
割
を
通
じ
て
地
域
加
入
者
を
所
得
比
例
部
分
か
ら
事
実

上
切
り
離
す
こ
と
で
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
、
野
党
案
の
問
題
は
年
間
一

○
兆
ウ
ォ
ン
以
上
と
想
定
さ
れ
る
基
礎
年
金
の
財
源
で
あ
る
。
こ
れ
は
二

二
一
兆
ウ
ォ
ン
（
二
○
○
六
年
度
当
初
予
算
）
の
国
家
予
算
規
模
か
ら
し

て
歳
出
の
見
直
し
程
度
で
捻
出
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
見
ら
れ
、

国
債
増
発
や
一
九
七
○
年
代
末
に
導
入
さ
れ
て
以
来
一
度
も
引
き

上
げ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
付
加
価
値
税
の
増
税
が
一
部
で
考
え
ら

れ
て
い
る
。

現
状
で
は
、
政
府･

与
党
と
野
党
の
改
正
案
は
目
指
す
方
向
に

大
き
な
差
が
あ
り
、
妥
協
成
立
が
容
易
で
は
な
い
状
況
で
あ
る
。

二
○
○
五
年
一
一
月
二
九
日
に
は
「
党
利
党
略
を
超
え
て
国
民
の

た
め
の
年
金
改
革
方
案
を
二
月
ま
で
に
作
る
」
旨
の
対
国
民
宣
言

を
発
出
す
べ
く
国
会
の
国
民
年
金
制
度
改
善
特
別
委
員
会
が
開
催

さ
れ
た
が
、
宣
言
文
採
択
と
運
営
委
員
会
設
置
に
関
す
る
案
件
採

決
と
い
う
入
り
口
の
形
式
論
で
紛
糾
し
、
何
も
決
め
な
い
ま
ま
閉

会
し
た
。
改
正
案
の
行
方
は
依
然
不
透
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

●
妥
協
に
向
け
て
│
段
階
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
を

韓
国
の
年
金
制
度
が
改
革
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
成
熟
期
を
迎
え
る
年
金

制
度
改
革
と
あ
っ
て
、
受
益
者
に
不
利
な
改
編
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
年
金
改
革
は
票
に
直
結
せ
ず
、
そ
れ
に
取
り
組
む
政
界
の

動
き
も
緩
慢
な
も
の
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
れ
が
国
会
で
の
審

議
が
す
で
に
二
年
以
上
も
経
過
し
て
い
る
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
年
金
問
題
が
遠
い
未
来
の
こ
と
で
現
実
感
を
持
っ
て
認
識

さ
れ
て
い
な
い
面
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
上
述
の
国
会
特
別

委
員
会
で
、
あ
る
議
員
が
「
三
○
〜
四
○
年
後
の
こ
と
を
な
ぜ
今

論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
発
言
し
て
い
る
。
年
金
問
題
の
重

要
性
を
最
も
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
そ
れ
を
全
く
理
解
し
て
い
な

い
こ
と
を
露
呈
し
た
発
言
で
あ
っ
た
。
必
要
な
財
源
確
保
も
容
易
で
は
な

い
。
保
険
料
引
き
上
げ
や
増
税
に
は
国
民
の
抵
抗
が
極
め
て
強
い
。
健
全

財
政
を
売
り
に
し
て
き
た
財
政
当
局
も
、
先
進
国
の
財
政
悪
化
の
前
例
や

次
世
代
へ
の
負
担
を
理
由
に
国
債
増
発
に
消
極
的
で
あ
る
。

財
政
健
全
化
、
死
角
地
帯
解
消
、
加
入
者
間
の
公
平
性
な
ど
が
主
要
な

課
題
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
与
野
党
と
も
に
認
識
し
て
い
る
が
、
問
題

な
の
は
課
題
間
の
優
先
順
位
に
つ
い
て
合
意
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

少
子
高
齢
化
の
進
展
な
ど
、
予
期
し
な
い
人
口
学
的
変
動
が
生
じ
た
場
合

に
生
じ
る
年
金
財
政
悪
化
を
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
割
合
で
埋
め
る
か
に
つ

い
て
も
全
く
合
意
が
存
在
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

諸
課
題
の
う
ち
、
最
も
急
が
れ
る
の
が
財
政
健
全
化
で
あ
ろ
う
。
低
負

担
・
高
給
付
構
造
を
放
置
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
確
実
に
将
来
の
年
金
財
政
状

態
は
悪
化
す
る
。
一
方
、
今
そ
れ
を
是
正
す
れ
ば
基
金
を
食
い
延
ば
す
こ

と
が
で
き
る
。
現
状
で
は
受
給
者
が
多
く
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー

プ
か
ら
の
財
政
健
全
化
措
置
に
伴
う
反
発
は
大
き
く
な
い
。
政
府･

与
党

案
は
そ
れ
自
体
が
財
政
健
全
化
策
で
、
大
き
な
制
度
改
編
も
伴
わ
な
い
た

め
に
即
効
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
だ
が
、
時
間
が
許
す
な
ら
ば
年
金
二
元

化
の
野
党
案
に
つ
い
て
も
、
財
政
健
全
化
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
価
値
は

あ
る
。
野
党
案
の
所
得
比
例
年
金
に
お
け
る
所
得
代
替
率
二
○
％
、
保
険

料
率
七
％
は
加
入
者
に
と
っ
て
負
担
の
重
い
も
の
と
い
え
る
。

一
方
、
死
角
地
帯
や
加
入
者
間
の
公
平
性
は
年
金
受
給
者
が
増
え
て
か

ら
問
題
が
顕
在
化
す
る
と
み
ら
れ
、
多
少
の
時
間
的
余
裕
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
政
府
与
党
は
年
金
と
は
別
に
、
公
的
扶
助
な
ど
の
隣
接
領
域

の
問
題
と
し
て
中
長
期
的
な
解
決
を
模
索
す
る
立
場
に
あ
る
よ
う
だ
が
、

野
党
は
今
回
の
法
改
正
を
通
じ
て
国
庫
負
担
の
基
礎
年
金
を
導
入
す
る
こ

と
で
、
公
的
年
金
の
枠
組
み
に
扶
助
的
要
素
を
直
ち
に
取
り
入
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
死
角
地
帯
対
策
、
こ
と
に
無
年
金
の
貧
困
老
人
対
策
と
し
て

は
公
的
扶
助
の
方
が
対
象
や
金
額
の
調
整
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
あ
る
と
は

い
え
、
長
期
的
に
は
そ
の
効
果
は
基
礎
年
金
と
似
通
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

争点 政府案 与党ウリ党案 野党ハンナラ党案

保険料負担（月所得対比）
９％（現行）から 15.9％へ（2013
年から 2033 年まで段階的に）

現行の 9％を維持（2008 年の
財政再推計の後に再調整）

・ 国民年金を国家が租税で給付
する基礎年金と個人が保険料
を出して後に給付を受ける選
択型所得比例年金に二元化

・ 所得比例年金は所得の 7％を
保険料として負担

年金額（引退前平均所得対比、
40年加入基準）

60％（現行）から 55％～ 50％
へ（2008 年までに段階的に縮
小）

政府案と同一
・ 年金死角地帯は低所得層老人
につき 10万ウォンずつを「孝
道（孝行）年金」として支給
することで補完

・ 基礎年金は 65 歳以上の全国
民に引退前平均所得の 20％
を支給

・ 所得比例年金は引退前平均所
得の 20％を支給

基金運用体系

・ 福祉部長官が基金運用及び年
金管理に責任

・ 基金運用委員会の常設化で専
門性を強化

政府案と同一

・ 基金運用及び投資を政府から
完全に独立させる

・ 政府は年金管理及び給付だけ
に責任

表 8　国民年金法改正案を巡る政府及び与野党の立場の差

（出所）『韓国経済新聞』2005 年 11 月 28 日。
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し
か
し
、
加
入
者
間
の
公
平
性
に
お
い
て
は
地
域
加
入
者
を
所
得
比
例
年

金
か
ら
事
実
上
切
り
離
す
野
党
案
の
方
が
優
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
よ
る
年
金
財
政
悪
化
に
つ
い
て
は
、
定

期
的
な
財
政
再
計
算
に
よ
っ
て
負
担
・
給
付
を
調
整
す
る
こ
と
が
先
進
諸

国
で
は
広
く
行
わ
れ
、
韓
国
で
も
五
年
ご
と
の
再
計
算
が
行
わ
れ
る
。
こ

の
際
の
負
担
調
整
は
加
入
者
と
受
給
者
の
負
担
能
力
を
正
し
く
反
映
す
る

と
は
限
ら
な
い
し
、
年
金
制
度
の
成
熟
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
調
整
の
た

び
ご
と
に
両
者
の
コ
ス
ト
分
担
割
合
を
論
じ
る
の
が
ど
れ
だ
け
消
耗
的
で

あ
る
か
は
日
本
の
二
○
○
四
年
年
金
改
革
を
見
れ
ば
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
仮
に
必
要
と
さ
れ
る
コ
ス
ト
の
一
定
割
合
を
消
費
税
な
ど
幅
広
い
課

税
基
礎
を
持
つ
租
税
で
充
当
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
コ
ス
ト
分
担
を
巡
る

議
論
に
伴
う
消
耗
も
そ
れ
だ
け
少
な
く
て
済
む
で
あ
ろ
う
。

●
年
金
改
革
、
や
る
な
ら
今
だ

二
○
○
八
年
に
な
る
と
完
全
老
齢
年
金
の
支
給
要
件
で
あ
る
加
入
二
○

年
を
満
た
す
者
が
現
わ
れ
、
そ
の
後
同
年
金
の
受
給
権
者
は
累
増
し
て
い

く
。
二
○
一
○
年
ま
で
の
国
民
年
金
中
期
財
政
展
望
に
よ
れ
ば
、
同
年
ま

で
に
約
一
万
人
の
完
全
老
齢
年
金
受
給
者
が
出
現
す
る
と
い
う
。
年
金
を

将
来
消
費
に
組
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
受
給
者
は
、
制
度
改
革
に
と
も
な
っ

て
消
費
を
削
減
す
る
可
能
性
が
大
き
く
、
大
量
の
完
全
老
齢
年
金
受
給
者

の
存
在
の
下
で
の
制
度
改
革
は
、
マ
ク
ロ
経
済
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
も
少
な
く

な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、
年
金
制
度
改
革
を
長
期
間
た
な
ざ
ら

し
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
制
度
の
先
行
き
に
関
す
る
不
確
実
性
を
増
す
結

果
と
な
り
、
成
長
を
さ
ら
に
鈍
化
さ
せ
か
ね
な
い
。
政
治
的
に
も
受
給
者

の
抵
抗
が
最
も
頑
強
で
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
少
な
い
、
制
度
成
熟
前
の

今
を
逃
す
と
改
革
は
し
だ
い
に
難
し
く
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
を
総
合
し
て
み
れ
ば
、
当
面
は
現
行
制
度
の
下
で
負

担
増
・
給
付
減
を
断
行
し
て
年
金
財
政
健
全
化
を
図
り
、
将
来
的
に
は
年

金
二
元
化
を
通
じ
た
死
角
地
帯
解
消
や
加
入
者
間
の
公
平
性
担
保
を
模
索

す
る
方
向
を
定
め
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
特
殊
職
域
年
金
と
の
一
本

化
も
俎
上
に
上
げ
て
お
く
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
少
子
高
齢
化
が
進
行
し

て
い
る
韓
国
の
現
状
に
鑑
み
、
年
金
財
政
の
再
計
算
で
生
じ
る
追
加
的
負

担
の
一
定
割
合
を
付
加
価
値
税
増
税
に
よ
っ
て
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
こ
と

も
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
負
担
・

給
付
の
調
整
方
法
を
定
め
て
お
く
こ
と
に
は
将
来
の
不
確
実
性
を
減
ら
す

と
い
う
利
点
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
隣
人
た
ち
が
よ
り
良
い

将
来
の
生
活
の
た
め
に
賢
明
な
選
択
を
行
う
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
お
く
だ　

さ
と
る
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
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文
献
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文
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①
奥
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経
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韓
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熟
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経
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研
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所
調
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研
究
報
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書
、
二
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五
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本
語
）。

②
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「
韓
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改
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藤
」

新
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光
／
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ュ
リ
ア
ー
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ノ
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編
著
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新
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）『
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金
改
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○
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○
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齢
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○
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年
。
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○
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○
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五
年
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⑦
チ
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ョ
ン
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編
『
人
口
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造
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齢
化
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経
済
的
影
響
と
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応
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題

（
Ｉ
）』
韓
国
開
発
研
究
院
、
二
○
○
三
年
。

⑧
韓
国
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発
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究
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た
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の
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案
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○
四
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